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「薬剤によるリンパ球幼若化試験（LST）」
規制薬剤の取り扱いについて

謹啓　時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のお引き立てを賜り厚くお礼申し上げます。
さて表記検査につきましては、麻薬及び向精神薬取締法（第二十四条及び第

五十条の十六）、覚せい剤取締法（第十四条及び第十五条）に定められる規制薬
剤を「薬剤によるリンパ球幼君化試験（LST）」のご依頼時に添付薬剤として
お受けすることが出来ませんのでご了承ください。

これらの薬剤は麻薬及び向精神薬取締法、覚せい剤取締法等の規定によって
厳格な譲渡規制が為されており、弊社（受託臨床検査会社）に規制薬剤を‘‘譲
渡”することは法令に抵触いたしますからご注意願います。
大方には既にご高承のところと存じますが、LSTのご依頼時に規制薬剤が

あるか否かご確認を賜れば幸甚と存じます。
何卒ご理解とご協力賜りますようお願い申し上げます。

謹白

※対象となる薬剤については、独立行政法人医薬品医療機器総合機構のホームページにてご確認
下さい。

（http：／／www・info・Pmda．go．jp／psearch／htmlhenu＿tenPU＿base．html）

【参考】

麻薬、向精神薬については東京都福祉保健局健康安全主薬務課のホームページをご参照下さい。
（http＝／／www・AJkushihoken・metrO・tOkyojp′kenkou／iyaku／sonota／toriatSUkai／tebikVphmayaku／index．html）

（http：／／ww・AJkushihoken・metrO・tOkyoJp／kenkou／iyaku／sonota／to血tsukai／tebiki／hokou／index．html）
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薬剤によるリンパ球幼君化試験（LST）受託についてのお願い

「麻薬及び向精神薬取締法」、「覚せい剤取締法」により規制されている薬物を
受託できない旨のご案内をさせていただきましたが、弊社といたしましては法
令遵守の観点から、検査をご出検いただく際に、検査ご依頼薬物（麻薬、向精
神薬、覚せい剤）が含まれていないことをご確認後、ご署名をいただくことと
させていただきます。

誠に恐れ入りますが検査依頼書（従来通り必要事項を記載願います）、検体、
検査対象薬物を同梱の上、LST検査搬送袋（営業、または集配担当者がお持
ちします。）表面シール所定欄に、日付、薬剤名（商品名）、ご提出医のご署名
をいただき検査をご出検いただきますようお願い申し上げます。
万が一、ご署名をいただいていない場合は、お受け取りできませんのでご了

承願います。
また、弊社としても出検薬剤名の再確認を実施敦します。このため、出検は

極力、9：00～15：00にお願い致します。
お客様におかれましては大変ご不便、ご迷惑をお掛け致しますが、規制薬物

を弊社が受領した場合、お客様ご自身にもご迷惑をお掛けいたしますのでご理
解の上、ご協力いただきますよう何卒宜しくお願い申し上げます。

LST検査搬送袋の表面シールの所定欄

「薬剤 によるリンパ球幼君化試験」

ご依頼 について　　 年　 月　 日

本検査ご依頼の薬物に関して下記法令により
規制を受けている薬物は含まれていないこと
を証明します。

1．「麻薬及び向精神薬取締法」第一章第二節及
び第三章第二節により禁止又は制限を受けて
いる薬物

2．「覚せい剤取締法」第 3章及び別表に掲げら
れている薬物

【ご依頼薬物名】

1

2

3

4

5

病院名

ご署名

ふ三菱化学メテ′エンス

検査は三菱化学メディェンスに委託致します

二

日付を記入する

薬物名を記入する。
（5 つ以上ある場合はカンマで

区切って記入 ください）

二

二

必ずご記入下さい


